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１ 



定住自立圏構想の必要性 広域化した住民ニーズに対応 

  選択肢が広がる！ 

単独市町 
による実施 

広域組合 
による実施 

定住自立圏に 
よる実施 

一般財源による支出 × × 
国の一定の 
財政支援 

国や県の補助金の活用 × × 一定の優先採択も期待 

 
【基本コンセプト】  
■交通機関の発達やインターネットの普及により、行政に対する住民のニーズは 
 広域化し、住民のほとんどは市町村の境界の影響されず圏域単位で生活している。 
 （例：通勤通学圏、商圏におけるニーズ、医療圏、）  
■自治体単独で対応しようとする場合、規模に見合わないと断念し、 
 広域化した住民ニーズに対応することができないままになることがある。 
■人口減少、少子高齢化が進行する状況において、すべての市町村でフルセットの機能 
  を確保することは困難。中心市と周辺市町村の連携・協力により圏域の暮らしを維持 
  していくことが重要ではないか。                   ・・・・・・【３～４Ｐ参照】 
■全ての住民ニーズに対応できるわけではないが、定住自立圏の制度を活用する 
  ことにより、合意ができたものについては、自治体間で協力して戦略を共有し、 
  圏域全体で行政サービスの向上を考えることができるのではないか。  
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既存の地方自治制度においても、

広域市町村圏組合など広域行政

を活用して、複数の自治体が連携

して、「規模のメリット」を出すこと

ができた。 

一方で、 

 連携したいと考えた事業を実施するまでに、 

・全自治体が参加の意思を示すこと 

・事業実施までに、国・県と協議して、 

 各種手続きをとること 

が必要であった。 

既存の広域行政関連施策との違い  

○これまでも市町村単独で実施が難しい事務は、広域市町村圏組合など広域行政で 

  対応してきた。定住自立圏構想は「広域行政の発展版」とも言っても差し支えない。 

○定住自立圏構想では、自治体が連携して様々な事業が実施できるようにするために 

→全ての自治体が参加しなくても個別に連携できる仕組みにした。 

 （１対１で協定を締結する仕組みとすることにより、１市１町、１市２町という個別の連携 

 でも締結することが可能。) 

→自治体間の協定の締結、共生ビジョンの作成に基づき事業の実施が可能。国や県は 

  助言・支援を行う。 
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 地域として総合力を発揮するために、今後の連携のあり方を含めた新しいまちのかたちを考えるこ
とが大切です。まちのかたちとしては、今の市・町・村の枠組みを残しながら広域的な連携を図る「市
町村連携」、「一部事務組合」、「定住自立圏」など様々な方法があります。  

事務 
組合 

A町 

D村 

C市 

市町村連携 一部事務組合 定住自立圏 
 事務を市町村間で協力したり、共同で
行なったり、他の市町村に委託する方法
です。 

 市町村がその事務の一部を共同処理
するために、特別地方公共団体を設け
る方法です。一部事務組合が成立する
と、共同処理するとされた事務は、市町
村の機能から除外され、一部事務組合
に引き継がれます。 

 中心市宣言を行なった中心市と周辺
市町村が１対１で協定を締結し、中心
市の機能と周辺市町村の機能が有機的
に連携することで、定住のための暮らし
に必要な諸機能を総体として確保する
仕組みです。 

B町 

Ｂ 町 

Ａ 村 

中心市 

Ｃ 町 委 託 

協力 共同 
実施 

事務を 
共同処理 

協定 

協定 

協定 

A町 

D村 

C市 

B町 

α事務 

【参考】  広域連携のかたち（イメージ）  

圏域＜１対１の協定の積み重ね＞ 
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青森県十和田市・三沢市が＜複眼型＞で定住自立圏構想を推進 
～平成２４年３月２９日（木）  共同中心市宣言～   

 
 ■青森県十和田市・三沢市の近接する２市が定住自立圏構想における 
  中心市要件を満たしている。 
 ■これまでの青森県上十三地域としての広域連携の経緯を踏まえ、総務省と 
  相談も行い、十和田市と三沢市で以下の通り圏域形成を行うことで合意。 
 
 ■共同で中心市となり、複眼型で圏域形成 
   ①これまで上十三広域圏という同一の圏域に属し広域連携を行ってきた経緯 
   ②十和田市と三沢市の両市は非常に近接しており（例えば十和田観光電鉄の路線 

    総延長距離は１４．７㎞）、生活圏を同じくし、地域的な繋がりを有すること 
  等の事情を総合的に勘案し、複眼型＜２市が共同で中心市となる。＞ 
  で圏域形成を行い、定住自立圏構想を推進する。 
 

 
  十和田市 三沢市 

（注）複眼型の事例は全国では４例。東北地方では初。 

８ 

上十三地域 



 
 
 
 
 
 
 

■広大な圏域であることから、まずは十和田市 
 及び三沢市を共同中心市とした定住自立圏を  
 形成し、連携できる事項から順に取組んでいく
ことが重要。 【できることから着実に】 
■平成２４年度（当初）に締結する「定住自立圏
形成協定」や「定住自立圏共生ビジョン」は 「
スタートライン」であり、今後共同中心市と関係
町村の連携・協力関係を深め、定住自立圏の
取組を発展させていく。 

【連携メニュー検討の考え方】 
■各町村の意向を尊重しつつ、各市町村にとっ
てメリットがあり、既存事業を含め、早期に実施
可能な取組から優先的に連携・協力していく。 
■協議に時間を要する取組等については、継
続協議とし、必要に応じて追加協定や共生ビ
ジョンの見直しで対応する。 

共同中心市宣言 平成２４年３月２９日 

平成２４年９月  
定住自立圏形成協定 

締結 

定住自立圏共生ビジョン 
策定 

共生ビジョン懇談会 

平成２５年 
   １月～３月  

       今後の進め方 全体像について＜想定＞  
   
   １－平成24年2月22日 上十三地域広域市町村圏協議会 市町村長会議  【配布資料】  
   ２－平成24年3月29日 十和田市・三沢市共同中心市宣言式 【配布資料】  

スケジュール＜大まかな流れ＞   基本的スタンス 

定住自立圏形成協定締結
のための議決条例 制定 

平成２４年６月  
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２－圏域形成の方向性について 
 

           



青森県十和田市・三沢市が＜複眼型＞で定住自立圏構想を推進 
～平成２４年３月２９日（木）  共同中心市宣言～   

 
 ■青森県十和田市・三沢市の近接する２市が定住自立圏構想における 
  中心市要件を満たしている。 
 ■これまでの青森県上十三地域としての広域連携の経緯を踏まえ、総務省と 
  相談も行い、十和田市と三沢市で以下の通り圏域形成を行うことで合意。 
 
 ■共同で中心市となり、複眼型で圏域形成。 
   ①これまで上十三広域圏という同一の圏域に属し広域連携を行ってきた経緯 
   ②十和田市と三沢市の両市は非常に近接しており（例えば十和田観光電鉄の路線 

    総延長距離は１４．７㎞）、生活圏を同じくし、地域的な繋がりを有すること 
  等の事情を総合的に勘案し、複眼型＜２市が共同で中心市となる。＞ 
  で圏域形成を行い、定住自立圏構想を推進する。 
 

 
  十和田市 三沢市 

（注）複眼型の事例は全国では４例。東北地方では初。 

１０ 

上十三地域 



おいらせ町 
（八戸圏域にも属する） 

 七戸町 

 東北町 

 野辺地町 

 横浜町 

六
ヶ
所
村 

六
戸
町 

秋田県小坂町の圏域参加について １１ 

小坂町 

十和田市 

 三沢市 

県境 

 
■１ 定住自立圏構想は、住民が県境に関わりなく生活機能を活用している実態 
  を踏まえ、県境を越えて連携を行う「県境型」も許容している。 
■２ 秋田県小坂町は、県は違えど、十和田湖を介して一定の地域的な繋がりを 
  有していることから定住自立圏の枠組みを活用しつつ、一層の連携を図って 
  いくため、本圏域に参加。 
                    【６月１日 小坂町議会へ方針説明】 
   

（注）県境型は東日本初 



県境 六
戸
町 

 七戸町 

 東北町 

 野辺地町 

 横浜町 

六
ヶ
所
村 

小坂町 

    おいらせ町の圏域参加について １２ 

十和田市 

 三沢市 

おいらせ町 
（八戸圏域にも属する） 

 
■１ 定住自立圏構想は、住民の生活実態を踏まえ、２以上の中心市と圏域を 
  形成する「圏域重複型」も許容している。  
■２ おいらせ町は、既に八戸市と定住自立圏形成協定を締結しているが、 
  三沢市との通勤通学割合が21％と客観的にも八戸圏域と同等に地域的な 
  繋がりが深く、同じ生活圏に属することから、本圏域に参加。 
                【７月２０日 おいらせ町議会へ方針説明】 
   

（注）圏域重複型は東北初 



    ＜複眼＆県境＆重複型＞で定住自立圏構想を推進    １３ 

 
■１－ これまでの青森県上十三地域の広域連携の経緯を踏まえ、十和田市と三沢市が共同で 
         中心市となり、定住自立圏構想を推進。 
■２－ 一方で、定住自立圏構想は県境を越えて連携を行うことも許容しており、秋田県 
         小坂町は十和田湖を介して一定の地域的な繋がりを有することから、本圏域に参加。 
■３－ 青森県おいらせ町も、三沢市との通勤通学割合が21％と客観的にも八戸圏域と 
   同等に地域的な繋がりが深く、同じ生活圏に属することから、本圏域に参加。 
    

 ■全国初の「トリプル型」 ＜複眼・県境・圏域重複型＞ ～定住自立圏構想の柔軟性をフル活用～ 

小坂町 

十和田市 

 三沢市 

おいらせ町 
（八戸圏域にも属する） 

 七戸町 

 東北町 

 野辺地町 

 横浜町 

六
ヶ
所
村 

六
戸
町 

県境 

（注）合併１市圏域型以外の 
   ３つの類型全てをフル活用 
  ⇒ 全国初の「トリプル型」 
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第５  定住自立圏形成協定 
 
（３） 定住自立圏形成協定の締結等に係る留意事項 
 
① 定住自立圏形成協定の締結に当たっては、地域における合意形成の過程を重視することが必要で  
 ある。特に、各市町村の住民に対しては、あらかじめ、当該市町村のホームページを含めたイン  
 ターネット等各種広報媒体や住民説明会等を通じて、定住自立圏形成協定案の趣旨及び具体的内容 
 を周知するものとする。 
② 定住自立圏形成協定は、宣言中心市とその周辺にある１の市町村によりそれぞれ締結されるものである 
 が、宣言中心市が１以上の周辺にある市町村とそれぞれ定住自立圏形成協定を締結することにより、第６ 
 （１）に規定する定住自立圏が形成されることとなる。このため、他の周辺にある市町村との定住自立圏形 
 成協定との整合性を図り、地域全体が活性化するように十分配意する必要がある。 
③ 連携を図る政策分野に応じて、例えば、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の４ 
 第１項の規定により都道府県が定める医療計画や、道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令 
 第７５号）第１５条の４第２号の規定による地域協議会など、調整を図る必要があるものに 
 ついては、定住自立圏形成協定の締結に向けた検討と並行して、各市町村と関係機関とが十分な 
 協議を行っていくことが必要である。 
④ 定住自立圏形成協定の変更又は廃止に当たっても、上記①から③までの事項に留意するもの 
 とする。 
⑤ 定住自立圏形成協定は、宣言中心市と当該宣言中心市が属する都道府県と異なる都道府県に属する周 
 辺にある市町村により締結することができることに留意する必要がある。 
⑥ 異なる分野における役割分担を行うため、周辺にある市町村が２以上の宣言中心市と定住自立圏形成 
 協定を締結することができることに留意する必要がある。 
 

 定住自立圏構想推進要綱(抄) 
(平成２０年１２月２６日 総行応第３９号 総務事務次官通知) 
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